
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  令和３年１１月２９日（月）  

総務文教・民生福祉常任委員会 

連合審査会終了後       

場 所  第１委員会室 

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第９３号 山陽小野田市厚狭地区複合施設条例の一部を改正する条例

の制定について                       （地域） 

２ 議案第９４号 山陽小野田市公民館条例を廃止する条例の制定について 

（社会教育） 

３ 議案第９８号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標

（第２期）を定めることについて               （大学） 

４ 議案第１００号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制定

について                          （人事） 

５ 議案第１０１号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市

病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（人事） 

６ 議案第１０２号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当支給条例の一部を改正する条例の制定について        （人事） 
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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標（第２期）  

の策定方針についてああああああああああああああああ（第２期）  

 

令和４年度から令和９年度の６年間において公立大学法人山陽小野田市 

立山口東京理科大学（以下「法人」という。）が達成すべき業務運営の目標  

として山陽小野田市（以下「市」という。）が指示する「公立大学法人山陽  

小野田市立山口東京理科大学中期目標（第２期）」（以下「第２期中期目標」 

という。）の策定方針は以下のとおりとする。 

 

⑴ 「公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款」第１条に定め  

る法人の目的を踏まえた内容とする。 

※ 第１条  この公立大学法人は、地方都市における落ち着いた教育環  

境のもと、学校法人東京理科大学との姉妹校関係を維持強化しつつ、  

薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育・研究するとともに、地域  

に根差し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成  

に貢献することを目的とする。 

 

⑵ 山陽小野田市が策定した「第二次山陽小野田市総合計画」の基本構想改 

 訂版（平成３０年度～令和１１年度の１２年間）及び中期基本計画（令和 

 ４年度～令和７年度の４年間）において示された山陽小野田市立山口東京  

 理科大学（以下「大学」という。）の役割等を踏まえた内容とする。  

【参考資料２】 

 

⑶ 大学の「基本理念」・「教育方針」・「３つの力」を踏まえた内容とする。 

※「基本理念」 

◇世界的視野で物事を思考できる人間性豊かな人材の育成  

◇波及効果の期待できる独創的・先進的研究の推進  

◇教育・研究と地域貢献が一体化した生涯教育の推進  

※「教育方針」 

総合教育と専門教育を通じて、以下の能力や知識・技能を備えた人  

の育成に努めます。 

総合教育  

◇人間や自然、環境を意識して問題を解決できる能力  

◇世界の動きや文化を理解できる素養と国際的に通用する語学力  

◇自己理解を深め自分の考えを表現する能力  

◇情報リテラシーと情報を有効活用する能力  

参考資料１ 
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専門教育  

◇社会に役立つ工学・薬学を開拓できる専門知識  

◇先進技術の習得と工学・薬学に応用できる実験技術  

※「山陽小野田市立山口東京理科大学で磨く３つの力」  

◇確かな基礎学力  工学と薬学の本質に迫る確かで徹底した基礎学力 

◇高度な専門知識  事象の本質的な理解を深め、応用の創造力と課題 

◇高度な専門知識  解決力を養う高度な専門知識あああああああああ 

◇豊かな人間形成  地域活動や産学官との連携を通して育成する多様 

な価値観をもった豊かな人間力 

 

⑷ 国が目指す高等教育の姿を踏まえた内容とする。  

 ① 2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】 

 ② 「教学マネジメント指針」概要 

 ③ デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン（Plus-DX） 

  ④ 数理・データサイエンス・ＡＩ教育の全国展開の推進 

【参考資料３】 

 

⑸ 第２期中期目標期間における重点的な取組の方向性 

第１期中期目標期間（平成２８年度～令和３年度の６年間）におい  

て、山口県初となる薬学部の設置を行い、基本的な教育研究体制が整っ 

たことを受け、第２期中期目標期間（令和４年度から令和９年度の６年 

間）においては、大学の「特色」と「強み」を活かした質の高い教育研 

究活動を行い、これまでの常識や慣例が通用しない予測不可能な時代に 

おいても活躍できる、社会に求められる人材を育成するとともに、産学 

官・地域社会・各種教育機関等と積極的に連携し、地域社会の発展・活 

性化に貢献できる魅力ある大学づくりに取り組む。 

 

⑹ 第２期中期目標における分野別の取組の方向性 

第１ 基本組織 

・中期目標を達成するために必要な教育研究上の基本組織  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

  ・３つ方針に基づいた教育研究活動を展開  

・学修者本位の教育システムの構築 

  ・予測不可能な時代で活躍できる人材の育成  

  ・教育体制及び教育環境を見直し、大学の「特色」と「強み」を活  

かした教育プログラムの提供 
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  ・優秀な学生の確保 

  ・安心して学べるための学生支援の充実  

  ・産学官・地域社会・各種教育機関等との連携の推進  

  ・イノベーション創出のための教育研究環境づくり  

  ・大学内外の多様な人的・物的資源の活用  

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

  ・「知（地）の拠点」の役割を果たすための組織体制及び教育環境の  

整備・充実 

  ・産学官、地域社会、各種教育機関等との連携と大学資源の社会へ  

の還元 

  ・学生の活動の場の創出と学生生活充実のための支援  

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  

  ・理事長及び学長を中心とする運営体制の更なる強化（ガバナンス  

の充実・強化） 

  ・学外有識者等の積極的な活用による法人経営の基盤強化  

  ・効果的、効率的な教育研究組織の構築と人材育成  

  ・大学院薬学研究科薬学専攻の設置（学術研究の推進及び人材育成） 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

  ・効率的な予算執行と安定的な自主財源の確保  

  ・資金の効果的な使用と財務運営の透明性の確保  

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

  ・第三者機関による評価結果の法人及び大学運営への反映  

  ・市民に対する説明責任（積極的な情報公開及び情報発信）  

第７ その他業務運営に関する重要目標 

  ・教育研究活動を確保するための施設設備の整備と有効活用 

  ・教育研究活動の円滑な実施のための安全衛生管理の体制の構築 

・情報セキュリティ体制の構築 

  ・社会的責任を果たす観点からの人権尊重及び法令遵守  
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◯地方独立行政法人法 

 

（中期目標） 

第二十五条 設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行  

政法人が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）  

を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表  

しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。  

２ 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとす  

る。 

一 中期目標の期間（前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間を  

いう。以下同じ。） 

二 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

三 業務運営の改善及び効率化に関する事項  

四 財務内容の改善に関する事項 

五 その他業務運営に関する重要事項 

３ 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、  

あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければ  

ならない。 

（中期目標等の特例） 

第七十八条 公立大学法人に関する第二十五条第一項及び第二項の規定の適  

用については、同条第一項中「三年以上五年以下の期間」とあるのは「六  

年間」と、同条第二項第一号中「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定  

める」とあるのは「前項の」とする。 

２ 公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えら  

れた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織  

及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報  

の提供に関する事項について定めるものとする。  

３ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更  

しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該  

意見に配慮しなければならない。 

４ 設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第  

一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴か 

なければならない。 

５ 公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、同項  

中「事項」とあるのは、「事項及び第七十八条第二項に定める事項」とす  

る。

〔 参  考〕 
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中 期 目 標 〈公表〉  中 期 計 画 〈公表〉  年 度 計 画 〈公表〉 

法人が達成すべき業務運営に関する目標  中期目標を達成するための計画  事業年度の業務運営に関する計画 

設立団体の長が定める  公立大学法人が作成する。  公立大学法人が作成する。 

期間：６年間  期間：６年間  期間：１年間 

公立大学法人の意見を聴き、当該意見     

に配慮しなければならない。     

評価委員会の意見を聴く。  評価委員会の意見を聴く。   

議会の議決が必要。  設立団体の長の認可が必要。  設立団体の長への届け出 

定める事項  定める事項   

⑴ 中期目標の期間  ⑴  住民に対して提供するサービスその   

⑵  住民に対して提供するサービスその  他の業務の質の向上に関する事項   

他の業務の質の向上に関する事項  ⑵  業務運営の改善及び効率化に関す   

⑶  業務運営の改善及び効率化に関す     る事項   

   る事項  ⑶ 予算、収支計画及び資金計画   

⑷ 財務内容の改善に関する事項  ⑷ 短期借入金の限度額   

⑸  教育及び研究並びに組織及び運営の  ⑸ 出資等に係る不要財産又は出資等に   

状況について自ら行う点検及び評価   係る不要財産となることが見込まれ   

並びに当該状況に係る情報の提供に   る財産がある場合には、当該財産の   

   関する事項  処分に関する計画   

⑹ その他業務運営に関する重要事項  ⑹ 前号に規定する財産以外の重要な財   

  産を譲渡し、又は担保に供しようと    

  するときは、その計画   

  ⑺ 剰余金の使途   

  ⑻ その他設立団体の規則で定める業   

  務運営に関する事項   

 

5
 



1 

第二次山陽小野田市総合計画における山口東京理科大学関係の計画  

 

第１編 序論 

 第２章 計画の背景と課題 

  ４ 課題の整理 

    農業、商業については、後継者不足や従事者の高齢化などにより  

活力が低下しており、経営体への支援、育成が必要となります。ま  

た、若者の定住促進に向けて、山陽小野田市立山口東京理科大学と 

の産学官連携による新産業の創出や企業誘致等を促進し、新たな雇  

用を生み出す必要があります。そのほか、特産品の開発を促進する 

ことなどにより、地域経済の活性化を図る必要があります。  

さらに、ゴルフ場など本市の魅力を活かし、インバウンド※８の推進 

を含めた観光振興により、交流人口の増加が必要です。  

５ 教育・文化・スポーツ 

 学校教育については、山陽小野田市立山口東京理科大学との連携に 

 より今後も質の高い教育環境を保ちながら、社会教育も含めて、学校 

 や家庭、地域が一体となって教育環境を充実していく必要があります。 

 青少年を取り巻く環境が大きく変化している中で、青少年の健全育成  

 についての取組が必要となっています。また、豊かな市民生活の実現  

 を目指すためには、ガラス文化やサッカーなど本市の特色を活かした  

文化・スポーツによるまちづくりを展開することが必要です。  

 

第２編 基本構想 

 山陽小野田市の将来像 

  ３ 基本目標 

基本目標(4) 産業・観光 

～地域資源を活かした活力ある産業のまち～  

 本市を発展させ、活力とにぎわいを生み出す源は産業活動にあり  

 ます。市民の豊かな暮らしを実現するため、山陽小野田市立山口東 

 京理科大学を活用した新産業の創出や人材育成、広域交通の利便性 

 の高さなど企業立地の優位性を活かした企業誘致、中小企業への支  

 援、魅力ある働く場の創出支援により地域経済の活性化を図ります。 

 豊かな自然、歴史文化資源などの本市の魅力を活かして、観光・ 

 交流人口の増加を図るほか、地産地消の推進や地域ブランドの創出  

を目指します。 

参考資料２ 
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  ５ 将来の都市構造 

   ２ 主要な拠点の配置 

●学術研究拠点 

山陽小野田市立山口東京理科大学については、「学術研究拠点」 

として位置づけ、大学が持つ専門知識、人材の活用を通じて、 

産学官連携の推進による産業振興、学校教育における理科教育 

の支援、地域における生涯学習の充実を図ります。  

 

第二次山陽小野田市総合計画中期基本計画  

 

重点プロジェクト 

 重点施策２ ひとを創る 

妊娠期から始まる一貫した子育て支援や特色ある学校教育の推進等に  

より、夢や希望、生きがいを抱きながら笑顔で人生を歩むことができるひ  

とや、「協創によるまちづくり」の担い手となるひとを創ります。  
 

２ 学校教育の推進・ 

小中高大の教育連携 

子どもが笑顔で学校生活を送るとともに、豊か 

な人間性を備えることができるよう、デジタル技  

術を活用しながら、特色ある教育内容の充実や、 

教育環境の整備を図ります。また、小学校・中学 

校・高等学校・山口東京理科大学の学校間の連携 

により、教育の質の向上を図ります。  

 

 重点施策３ まちの価値を創る 

ガラスやかるたなどの文化、サッカーやパラサイクリングなどのスポー  

ツに加え、広域交通の利便性の高さなどに代表される本市の「住みよさ」、  

山口東京理科大学の知的資源、工業都市として発展する中で培った技術  

力・人材など地域特性を活かしながら、まちの価値を創ります。  

 

３つの横断的施策 

「３つの創る」の推進、中期基本計画の推進に当たっては、「３つの横断  

的施策」を念頭に置きながら取り組みます。  
 

山口東京理科大学との 

連携 

工学部と薬学部を擁する山口東京理科大学の 

知的資源を活用し、地域経済の活性化、学校教育  

や生涯学習の質の向上、地域の活性化を図りま  

す。 
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 第４章 産業・観光 ～地域資源を活かした活力ある産業のまち～  

基本施策２２ 企業立地の推進 

  ○2029 年のあるべき姿 

小野田・楠企業団地の全区画において企業進出が実現し、更な 

る企業誘致を図るため、未利用地の発掘、新たな団地の造成、サ  

テライトオフィス等の設置など、受け皿の方向性を定めた上で誘  

致活動を継続するとともに、定期的な企業訪問を実施し、市内企  

業の事業拡大を支援している状況となっています。また、市内企 

業と山口東京理科大学が連携を深め、新商品・新技術の開発はも  

とより、人材育成や事業活動における課題解決など幅広く連携で  

きる環境になっています。 

○現状と課題 

・市内企業と山口東京理科大学が、新商品開発など幅広く連携で 

きるような環境を整備していく必要があります。  

○４年間の目標 

・企業と大学のマッチングの場の提供 

基本事業２ 産学官連携の推進 

地元企業、山陽小野田市立山口東京理科大学、商工会議所と連 

携を強化し、新しい産業・技術の創出に向けた環境の整備に取り  

組み、地域経済の活性化を目指します。  

   ◯指標評価 

指標 説明 単位 現状値 目標値 

企業の山口東京理

科大学への技術相

談件数 

技術説明会・研究

室公開の実施等に

よる件数・相談件

数 

件/年 58 Ｒ２ 60 Ｒ７ 

 

基本施策２６ 学校教育の推進 

○2029 年のあるべき姿 

急激に変化する時代の中で子どもたちが自分のよさや可能性を 

認識するとともにあらゆる他者を価値ある存在として尊重し、多  

様な人々と協創しながら持続可能な社会の創り手となることがで  

きるよう、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成する学校体  

制が整えられています。また、山口東京理科大学をはじめ地域の 

教育資源を活用することで学校教育の質が向上しています。  
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○４年間の目標 

・幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校、大学との連携の 

推進 

基本事業４ 学校間連携教育の推進 

小学校と中学校の９年間で児童生徒に身に付ける資質・能力を 

明らかにした教育を展開していきます。中学校区を単位とした 

小・中学校が連携した地域連携カリキュラムを策定するとともに、 

幼稚園や保育所との連携や高校や大学との連携を進め、教育の質 

の向上を図ります。 

 

基本施策２９ 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実  

○2029 年のあるべき姿 

山口東京理科大学の教育施設等の整備・充実を大学と連携して 

進めることにより、質の高い教育研究活動及び次代を拓く人間性  

豊かな人材の育成が行われるとともに、大学の知的・人的財産等  

を積極的に活用し、産学官及び地域社会との連携が展開され、地  

域の高等教育機関として公立大学に期待される「知（地）の拠点」 

の役割を果たし、地方創生の推進に貢献しています。また、大学  

施設が充実することにより、大学での学生生活の満足度が向上し  

ている。 

○現状と課題 

・教育施設等の整備が遅れている状況です。教育環境及び学生生活の  

充実を図るため、施設の整備を進める必要があります。  

○４年間の目標 

・大学の必置施設である運動場の整備  

   ○目標指標 

指標 説明 単位 現状値 目標値 

学生生活総合満足

度（とても満足＋

まあ満足と回答し

た割合） 

大学生活意識調査

(毎年、大学が実

施) 

％ 84.8 Ｒ１ 
87.5 

以上 
Ｒ７ 

 

基本事業１ 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実  

教育環境及び学生生活の充実を図るため、運営費交付金を山口  

東京理科大学に交付します。また、大学と連携して運動場、テニ  

スコート、駐車場を整備します。 
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○評価指標 

指標 説明 単位 現状値 目標値 

運動場の整備 
未整備の施設を完

成させます。 
－ 着手 Ｒ３ 完成 Ｒ４ 

テニスコート及び

駐車場の整備 

未整備の施設及び

新たな施設を完成

させます。 

－ 着手 Ｒ３ 完成 Ｒ７ 

 

○主要事業 

・公立大学法人山口東京理科大学施設整備事業  

・山陽小野田市立山口東京理科大学運営費交付金事業  
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山口東京理科大学の地域連携・地域貢献の主な取組み 

 

１. 市民への貢献 

 ⑴  かがく博覧会の開催〔山陽小野田市・山陽小野田市立山口東京理科大  

  学連携協議会が開催。市内の小・中学生の科学作品の展示、市内の高校、  

  大学、企業による実験ブースなどを出展〕  

⑵  大学開放授業の実施〔大学の学生が受けている授業の一部を公開〕  

⑶  サイエンス・カフェの開催〔山陽小野田市立中央図書館を会場に、大  

 学の教員が生活に身近な科学や技術を紹介〕  

⑷  図書館の開放  

⑸  運動施設・教育施設の開放  

⑹  地域に関する教育研究成果の展示〔山陽小野田市立図書館、山陽総合  

事務所、山陽小野田市役所〕  

⑺ 薬草による健康づくり講座の開催  

⑻  生薬学・漢方分野公開講座の開催  

 

２. 小学校・中学校への貢献 

  ⑴  ほんものの科学体験講座の実施〔山陽小野田市教育委員会と協力して  

実施。受講対象者は、小学校高学年以上（５・６年生）、中学校全学年。  

体験を希望する小・中学校が、希望する講座を選択し受講。〕  

⑵  小学生くすりの正しい飲み方体験学習の実施〔小学５年生を対象に開  

催。医薬品を安全・有効に使用するために、正しく服用することの意  

義を楽しく学ぶ。〕  

⑶  スクールボランティア〔将来、中学校・高等学校の理科の教員を目指  

す学生たちにより結成した教育研究サークルの学生たちが、ボランテ  

ィアにより市内の小学校・中学校を訪問し、理科の授業の準備や片付  

け、実験の補助、個別指導の支援を行う。〕  

⑷  夏休みジュニア科学教室の開催〔県内の小学生・中学生を対象に、科  

学の面白さを知ってもらうための、地域の大学と企業等が協力して行  

う科学教室。〕  

 

３. 高等学校への貢献 

  ⑴  理科教員のためのリカレントセミナーの開催〔中学校・高等学校の理  

科教員を対象に実施。学校教育の現場に貢献する研修プログラムを提  

供。〕  

⑵  高校生体験学習・出前講座の実施〔県内外の高校生を対象に、大学の  

（ 参 考 ） 
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実習実験施設を利用する「高校生体験学習」と大学教員が高校に出向  

く出前講義を実施。〕  

 

４. 産業界への貢献 

  ⑴  研究・技術公開〔大学の研究成果を知的資源として還元し、地域産業  

の発展に寄与することを目時として実施。〕  

⑵  技術相談会〔研究・技術公開と同時開催で、地元企業及び地域産業界  

のニーズとのマッチングを行う。〕  

⑶  大学リーグやまぐちシーズ発表会への出展〔県内大学と地域企業との  

連携促進を目的としたシーズ発表会。〕  

⑷  研究機器の開放〔研究機器センターに設置している大型の測定装置、  

分析装置を企業に開放。〕  

⑸  研究シーズ集の発刊〔地域が抱える課題解決のヒントや企業の新規事  

業創出の一助になることを目的に制作し、市内外の関係機関に配布。〕  

⑹  商工会議所会報による研究紹介〔小野田商工会議所、山陽商工会議所  

の会報に、毎月、大学の研究技術を紹介する記事を連載。〕  

⑺  産学官連携セミナー「ドローンを活用した大学との連携について」〔企  

業を対象にドローンに関する研究内容や活用方法を知っていただく機  

会を提供。〕  

 

５. 地域団体への貢献 

  ⑴  大学見学〔公民館や市民団体への大学の概要や近況、地域貢献の取組  

  みについて説明及び施設見学。〕  

⑵  薬用植物園見学〔公民館や市民団体への薬用植物園の見学〕  

⑶  ＳＯＳ健康フェスタへの出展〔ＳＯＳ（Sanyo Onoda Station）かた  

つむりで行こう会主催のＳＯＳ健康フェスタに、薬学部と学生ボラン  

ティアがブースを出展。〕  

 

６. 学生による地域貢献 

  ⑴  キャンパスクリーンキャンペーン〔学生、教職員のボランティアによ  

る清掃活動。ＪＲ雀田駅から大学までの通学路および大学の周辺を中  

心に、ごみを回収する。〕  

⑵  海岸清掃エコツアーへの参加〔山口県エコキャンパス取組推進協議会  

が主催。他大学の学生と交流しながら、県内の海岸の清掃活動を行う。〕 

⑶  地域の祭りやイベントへの参加〔「復活！住吉まつり」、「西部ふれあ  

い祭り」、「かたつむりカフェ」、「図書館フェスティバル」  等〕  
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⑸  ボードゲーム部と薬用植物愛好会による「スマイルキッズ活動」〔山  

陽小野田市子育て総合支援センターと連携。〕  

 

７. 地域の知を教育に生かす取り組み 

  ⑴  地域卒業研究〔工学部の卒業研究において、学生が地域に関する研究  

テーマに取り組む。〕  

⑵  リーダーシップ論〔地元産業界のリーダーを講師として招き、討論と  

分析・発表等を行いながら幅広い視野と分析力、意思決定力、問題解  

決力等を養う。〕  

⑶  地域技術学〔市内の企業が抱える課題について、学生が現地で現物を  

見ながら現実を学びつつ課題解決方法を検討し、発表する。社会人基  

礎力を習得し、就職に強い人材を育成するとともに、地域産業の現状  

について理解し、さらには地域における課題解決の助力となることを  

目的とする。〕  

⑷  地域産業論〔経済・社会・環境・制度の持続可能な発展の４本柱から、  

地域社会における産業の役割を山陽小野田市や山口県の事例から考え  

る。〕  

⑸  地域社会学〔学生が市内でフィールドワーク（地域に出て行う調査）  

を行い、集めたデータを統計的に分析し、地域課題の解決方法を考え  

る授業。〕  

⑹  市内企業インターンシップ〔学生のキャリア教育や職業体験を支援。〕 

⑺  市内県内企業見学〔ＴＨＫ株式会社、長州産業株式会社、西部石油株 

式会社、田辺三菱製薬工場株式会社、宇部興産株式会社  等〕  

⑻  県内企業インターンシップ〔学生のキャリア教育や職業体験を支援。〕 

⑼  ボランティア活動〔市内を中心とした行事等に積極的に参加し、地域  

貢献、地域振興を図ることを通して、社会人基礎力を養うことを目的  

とする。一定の要件を満たす場合は単位の認定を行う。〕  

⑽  学術と地域文化〔地域を理解し、物事を多角的にみる能力を養うこと  

を目的とする。地域で活躍する人の話を聞き、人文科学、社会科学お  

よび自然科学などを広く学ぶ。〕  

 

８. 地方公共団体等との連携 

⑴  山陽小野田市立図書館との相互利用  

⑵  各種委員の応嘱〔山口県、山陽小野田市、東京理科大学、一般社団法  

人日本機械学会、公益社団法人日本化学会、独立行政法人日本学術振  

興会、国立医薬品食品衛生研究所、公益社団法人日本技術士会、一般  
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社団法人技術士ＰＬセンター  等〕  

⑶  「住まいる奨励金」事業の実施〔市内に住民票がある新入学生を対象  

 に、３万円を上限に市内の協力店で利用できる経済的助成制度として山  

陽小野田市が創設した「住まいる奨励金」事業を実施。〕  

⑷  学生消防団員  

⑸  交通安全講習会・薬物防止講習会の開催〔山陽小野田市警察署から講  

師を招き、開催。〕  

⑹  防災訓練の実施〔宇部・山陽小野田消防局、山陽小野田市、山口防災  

工業株式会社と協力し、実施。〕  

⑺  企業・団体等との連携協定等の締結〔山口県、山陽小野田市、山陽小  

 野田市教育委員会、山陽小野田市民病院、市内高校（小野田高校、厚狭  

 高校、小野田工業高校、サビエル高校）、山口県薬剤師会、山口県病院  

 薬剤師会、山陽小野田市薬剤師会、山口県製薬工業協会、宇部興産株式  

 会社、田辺三菱製薬工場株式会社、船木鉄道株式会社、公立諏訪東京理  

科大学  等〕  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標  

目次 

（基本的な目標） 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

第７ その他業務運営に関する重要目標 

 

（基本的な目標） 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）が設  

置する山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「山口東京理科大学」という。）  

は、薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育･研究するとともに、地域に根差  

し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に取り組んでき  

た。 

今日、我が国は、急速に進む人口減少と少子高齢化、人工知能（ＡＩ）※１や 

情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大など、 

これまでの常識や慣例が通用しない社会経済情勢を迎えている。  

このような中、確かな基礎学力と高度な専門知識とともに、創造力、コミュ  

ニケーション力、リーダーシップといった人間ならではの技能を身につけ、新  

たな価値を創造することのできる人材が求められている。  

地域への貢献を第一義に考える郷土愛に満ちた人材、また、産学官の場で、さ  

らに医療・保健・福祉の場でリーダーとして活躍する人材を養成している山口東  

京理科大学は、地域に根差した高等教育機関として期待される役割を果たし、地  

域に必要とされる魅力ある大学づくりを進めていかなければならない。公立薬工  

系大学の特徴を活かした「知（地）の拠点」として教育・研究の一層の向上に努  

める必要がある。 

山陽小野田市は、山口東京理科大学が、「知のローカル・ハブ」として企業、  

医療機関、教育機関、地域社会等との連携を深め、地域の課題とニーズを的確  

に把握し、地域のポテンシャルを引き出し、地域の発展に寄与する大学として  

発展し続けるために、次のとおり中期目標※２を定める。 

 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標  

目次 

（基本的な目標） 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

第７ その他業務運営に関する重要目標 

 

（基本的な目標） 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）は、  

大学を設置し、及び管理・運営することにより、地方都市における落ち着いた  

教育環境のもと、学校法人東京理科大学との姉妹校関係を維持強化しつつ、薬  

工系の基礎的知識と専門的な学術を教育･研究するとともに、地域に根差し、 

地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献することを目  

的としている。 

今後、公立化により新しく生まれ変わる大学として地域創生における「知の  

ローカル・ハブ」という役割を果たしていくに当たって、  

(1) 技術の進歩に素早く対応できる「確かな基礎学力」と「高度な専門知識」 

を身につけ、さらに深い教養と学際領域の幅広い知識、創造力と課題解決  

能力を兼ね備えた、世界的視野で物事を思考できる人間性豊かな科学技術  

者を育成する。 

(2) 地域における知（地）の拠点として、さらなる産学官連携による地域社  

会と地域産業の振興、発展に寄与する社会貢献機能を備えた個性ある大学  

へと進化する。 

の２つを基本姿勢として、今後の大学運営を行っていく。  

この基本的な目標の実現とあわせ、着実に成果を挙げるための安定した体制、  

仕組みを早期に確立することを目指して、次のとおり中期目標を定める。  

 

第１期中期目標と第２期中期目標の対照表 参考資料４ 
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

１ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和４年４月１日から令和１０年３月３１日までの  

６年間。 

２ 教育研究組織 

この中期目標を達成するため、次のとおり学部※ ３及び大学院研究科※ ４  

を置く。 

  (1) 学部 

学 部 学 科 

工 学 部 

機 械 工 学 科 

電 気 工 学 科 

応 用 化 学 科 

薬 学 部 薬 学 科 
 

(2) 大学院研究科 

研究科専攻 課 程 

工 学 研 究 科 

工 学 専 攻  

修 士 課 程 

博 士 後 期 課 程 
 

 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

１ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、平成２８年４月１日から平成３４年３月３１日まで  

の６年間とする。  

２ 教育研究上の基本組織 

次のとおり、学部及び大学院を置くものとする。  

工学部：機械工学科、電気工学科、応用化学科  

薬学部：薬学科 

大学院：工学研究科 
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(1) 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 ア ３つの方針（入学者受入れの方針※５、教育課程編成・実施の方針※６、 

  卒業認定・学位授与の方針※７）に基づく体系的で組織的な大学教育を  

展開し、教学マネジメント※８の確立に取り組み、学修者が「何を学び、 

身に付けることができるのか」を明確にするとともに、学修者一人一  

人の学修成果※９・教育成果※ 10 の把握・可視化できる、学修者本位の 

教育システムの構築を目指す。 

 イ 社会の変化に対応するために必要な基礎的で普遍的な知識・理解、  

汎用的な技能等※ 11 を持ち、その知識と技能を活用し、自律的に責任あ 

る行動をとることができる人材を育成する。また、専攻分野について 

の専門性に加え、幅広い教養を基に、新しいアイデアや構想を生み出  

せる力を身につけ、一般教養教育・キャリア教育※ 12 の充実とともに、 

学部・学科横断型の履修を可能にし、時代の変化に合わせた教育を実  

施する。 

ウ ＳＤＧｓ※ 13 が目指す社会や今後、到来が予想される Society5.0※ 14 

   が目指す社会、さらに、人生 100 年時代を迎える社会において、山口 

東京理科大学の特色・強みである「工学」と「薬学」の教育研究活動  

を更に伸長するとともに、人文社会学や自然科学等の幅広い分野の学  

術研究についても活性化を図り、予測不可能な時代における課題を解  

決するための新たな価値「新しい知」を生み出すことができる教育研  

究活動の展開を目指す。 

 エ デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である「数理※ 15・データ 

サイエンス※ 16・ＡＩ」を日常の生活、仕事等の場で使いこなすことが 

できる基礎的素養を身に付ける。また、学修した数理・データサイエ  

ンス・ＡＩに関する知識・技能をもとに、これらを扱う際には、人間  

中心の適切な判断ができ、不安なく自らの意思でＡＩ等の恩恵を享受  

し、これらを活用できる人材を育成する。  

(2) 教育の実施体制等に関する目標 

 ア 山口東京理科大学が掲げる基本理念・教育方針に基づいた教育研究  

及び人材育成の推進並びに多様化する教育方法に柔軟に対応するため、 

教育体制の充実・強化を図るとともに、教育環境の整備・改善を進め、 

 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

  (1) 教育内容及び教育の成果等の充実 

    教育課程の編成・実施の方針を実現するために、学生が身に付けるべ  

き学習成果を学位授与の方針として具体化・明確化し、学生の学習到達  

度の的確な把握・測定を通して、卒業認定を行う組織的な体制を整える。 

(2) 教員の教育能力向上の推進 

    設置基準に沿った教員数の確保と、教育活動に必要なバランスが配慮  

された構成に努める。また、教育点検･改善、教員評価や研修による教  

員の資質･能力向上に継続的に取り組んでいく。  

(3) 学生の受入れに関する方針 

    入学者受入方針を明確にし、入学者選抜等を公正かつ適正な方法によ  

り実施して、入学者受け入れの方針に応じた学生の受入れを推進する。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

総合的な教育力の向上に取り組む。 

   イ 学生の学修成果に関する情報や大学全体の教育成果に関する情報を  

的確に把握・測定し、教育活動の見直し等に適切に活用できる体制を整  

える。 

   ウ 企業や医療機関、他の高等教育機関、地域社会等との協力・連携を推  

進し、多様な学生・教員が存在し、多様な価値観が集まるキャンパスを  

目指し、個々人の特性を伸ばしつつ、多様で柔軟な教育プログラムを提  

供できる体制の整備に努める。 

   エ 「工学」と「薬学」の専門領域の強み・特色を明確化し、時代の動向  

や社会構造の変化に対応する大学院教育の体制の整備に努める。  

(3) 入学者選抜に関する目標 

ア 入学者受入れの方針に基づき、学部及び大学院研究科の入学者選抜を  

実施するとともに、文部科学省が指導する大学改革に則して、入試方法  

の多様化や評価尺度の多元化に努める。 

イ 市内・県内の優秀な学生の確保を軸に、志願者のエリアを全国に広げ、 

高い目的意識と学習意欲を持ったより多くの志願者の確保を目指す。  

ウ コロナ禍において急速に進歩したＷｅｂやオンラインを活用しての  

募集活動をより効果的に展開し、ブランド力の向上に繋げる。  

２ 学生への支援に関する目標 

(1) 安心して学べる環境の整備 

経済的に困窮する学生が安心して学業に専念できるよう、経済的な支  

援の充実を図るとともに、全ての学生が充実した学生生活を送れるよう、 

心身両面を支援する体制の整備・充実に努める。  

(2) キャリア教育の充実 

 学生が早い段階から将来への目的意識を持って教育研究活動及び課外  

活動、社会貢献活動を行うことができるよう、学生の目指す進路の実現  

に向けたキャリア教育を充実させる。 

(3) 就職支援体制の充実 

   企業や医療機関等との連携を推進し、学生にとって魅力ある就職先の  

創出をするとともに、企業等が求める人材を養成するために必要な教育  

カリキュラムの構築に努める。また、就職希望者の市内及び県内への定  

着を促進するため、インターンシップ※ 17 の充実等を図り、学生が市内 

及び県内企業の魅力を知り、体験できる場の確保に積極的に取り組む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学生への支援に関する目標 

(1) 多様なニーズに対応した支援 

    学生が経済的に安定した環境で学修に取り組めるよう適切な支援を行  

う。また、学生に対する健康相談、心的相談、生活相談等を適切に行う  

とともに、学生支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みを整備し、 

学生支援の改善に反映する。 

(2) キャリア支援の充実 

    学生が自らの職業観、勤労観を培い、社会的・職業的自立を図るため  

に必要な社会基盤力を身に付けることができるよう、キャリア支援・教  

育と就職・進学に対する相談及び助言体制を整備するなど、教育課程の  

内外に渡る支援を充実するとともに、地域の要請に応えた取組を促進す  

る。 

 

 

 

 



5 

第２期中期目標 第１期中期目標 

 

(4) 多様なニーズに応える学習支援体制等の整備  

リカレント教育や留学生交流、高等教育の国際展開の整備・充実を図  

り、あらゆる世代、多国籍の学生が学ぶことができる学習支援体制を構  

築する。 

３ 研究に関する目標 

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

ア  地域の「知のローカル・ハブ」として、企業や医療機関、他の高等教育  

機関、地域社会等と連携し、研究基盤の強化を図り、地域のニーズに応え  

られるよう基礎分野から応用分野まで幅広い研究を展開する。  

イ  工学と薬学の学際※ 18 領域研究に積極的に取り組み、新たな時代に必要 

となるイノベーションの創出につながる研究を推進する。  

ウ 学内外及び国内外の研究機関等との積極的な交流を促進し、相互の人  

的・物的資源を効果的に活用するとともに、多様な価値観を持った人材の  

意見を反映させ、教育研究機能の強化を図るための仕組みを検討する。  

エ 研究成果については、大学の知的財産として社会に積極的に還元し、産  

業界の振興、活力ある地域経済に寄与するとともに、世界に向けて情報を  

発信する。 

(2) 研究実施体制等に関する目標 

ア 質の高い研究成果を得るため、研究環境の整備・充実を図るとともに、 

科学研究費助成事業や受託研究、共同研究等の外部研究資金の積極的な獲  

得を目指し、申請数、採択率の向上につながる支援体制を構築する。  

イ 地域社会や産業界の要請に応じ、柔軟に研究部門を編成できる研究体制  

に努め、地域産業の振興や地域課題の解決に積極的に貢献する。  

ウ 企業や医療機関、他の高等教育機関等との連携・協力関係を充実・強化  

し、大学内外の多様な人的・物的資源の効果的な活用を図る。  

(3) 研究倫理の徹底 

不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために研究者に求  

められる倫理規範の修得を通して、その徹底を図る。  

 

 

 

 

 

３ 研究に関する目標 

(1) 研究活動の活性化 

先端科学・技術研究を推進するための研究者の自主的な独創性のある研 

究や、組織の枠組みを超えて戦略的に行う共同研究に加え、地域課題の解  

決や地域の特性をいかした研究を更に促進する。  

(2) 研究成果の集積と公表 

    産学官連携によって大学からの技術移転を促進するとともに、その成果  

を内外に発信する。 

(3) 学術交流の促進 

国内外の大学及び研究機関との交流の充実を図り、学術情報の相互交  

換、共同研究等を推進する。 

(4) 研究倫理の徹底 

不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、研究者  

に求められる倫理規範の修得を通して、その徹底を図る。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

１ 地域社会との連携に関する目標 

 (1) 「知（地）の拠点」の役割を発揮するための組織体制等の整備・充実  

地域社会との連携を積極的に進め、地域や行政のニーズを把握し、そ  

れらが抱える課題の解決に資するため、大学の持つ知的･人的資源を効  

果的に活用し、シンクタンク機能を発揮することにより、地域社会の持  

続的発展に貢献できる「知（地）の拠点」としての役割を果たす。また、 

そのために必要な組織体制の構築及び教育環境の整備・充実に取り組む。 

(2) 地域貢献活動の積極的な展開 

地域貢献活動に対する高い意欲と意識を持ち、産学官連携や地域社会  

との交流を積極的に推進する。また、公開講座の開催や新たな社会人教  

育プログラムの提供など、多数の者が大学の教育と研究活動に触れ学ぶ  

ことができる山口東京理科大学ならではの生涯学習プログラムを推進す  

ることで、学生だけでなく市民や社会人が集う「地域に開かれた大学」  

を目指す。 

２ 企業・医療機関・他の高等教育機関等との連携に関する目標  

       企業や医療機関、他の高等教育機関等との連携や地域社会との交流を  

積極的に推進することで、共同研究などによるイノベーションの創出や  

地域経済の発展に寄与する。また、教育・研究面においても社会で活躍  

できる多様性を備えた人材を育成し、大学の持つ知的・人的資源を広く  

地域社会に還元する。 

３ 教育機関との連携に関する目標 

初等中等教育との連携、高大連携、他の高等教育機関との連携を積極的  

に展開し、学生及び教職員の幅広い分野での活動を促進することにより、  

大学外の多様な知的・人的資源の活用及びネットワークの充実を図り、地  

域教育の活性化に貢献する。 

４ 学生の活動の場の創出に関する目標 

(1) 学生と企業・地域社会等との連携・交流の場の創出  

  学生が早い段階から教育研究及び地域貢献に対する明確な目的意識を  

持って活動を行い、産学官及び地域社会との連携・交流の促進を図ると  

ともに市のまちづくり施策にも積極的に参画できる機会の創出に取り組  

む。 

 

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

 １ 地域コミュニティの中核的存在としての拠点化  

「知（地）の拠点」（地域コミュニティの中核的存在）として、生涯学習  

の学びの場を提供するとともに、社会ニーズに沿った社会人教育を展開し、 

地域再生･活性化の拠点として地域貢献を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 産業界との連携 

産学官の連携によって大学からの技術移転を促進するとともに、新商品  

の開発や新しい産業・技術を創出できるような環境の整備を図る。  

  

   

   

３ 政策形成等に貢献するシンクタンク機能の発揮  

様々な地域の課題に対して、大学の持つ知的･人的資源を活用し、その  

解決に向けた調査研究や政策形成に寄与する役割を担う。  

 

 

４ 学生の地元定着 

地域を支える課題探求能力と問題解決能力を備えた人材育成に努め、市  

内及び県内企業への就職支援を促進する。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

(2) 学生生活充実のための支援の充実 

学生寮の整備や交通手段等をサポートし、学生の市内での活動の場を拡  

げ、充実した学生生活を送ることができる体制・制度の構築に努める。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

(1) 効率的な業務運営体制の構築 

理事長及び学長のリーダーシップの下、明確で責任ある意思決定を迅  

速に行い、健全な法人運営及び質の高い教育研究活動等を推進し、機動  

的かつ効率的な業務運営が行える法人組織及び教育研究組織の整備に努  

める。 

  (2) 学外有識者等の積極的な活用 

多様化・複雑化する社会において、常に健全で安定した法人運営及び  

大学運営が行えるよう、教職員一人一人が中長期的な視点と高いコスト  

意識、柔軟性を持って業務に取り組むとともに、学外の有識者等の意見  

を積極的に取り入れ、持続可能な業務改善に取り組む体制を構築する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

  (1) 時代のニーズに対応できる教育研究組織の構築  

効果的、効率的で質の高い教育研究活動を継続・発展させ、社会にお  

いて活躍できる人材を育成するとともに、社会情勢の変化や時代のニー  

ズに柔軟に対応できるよう教育研究組織の整備・強化を進め、必要に応  

じ適切な見直しを行う。 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  

 １ 運営体制の改善に関する目標 

大学設置の目的を達成するために定款で定める役員及び審議機関を置き、 

運営の仕組みとしての体制を構築し、経営と教学のコミュニケーションを  

円滑に保ちながら、迅速に意思決定を行える組織の確立を図る。  

(1) 業務執行体制の強化 

業務遂行の管理体制（目標管理制度、事業評価等）を構築し、理事  

長及び学長のガバナンスを含む権限の適切な分散と、責任の明確化に配  

慮した組織編成及び業務の効率的な執行体制を確保する。  

(2) 人材育成の強化 

    法人の自律的な運営を支える教職員を育成するため、計画的に人材を  

採用し、教職員の資質・能力向上のための組織的な研修に取り組むとと  

もに、成果に基づく人事考課制度を適正に運用する。  

(3) 開かれた大学づくりの推進 

    大学の活動内容が広く住民に周知され、地域社会の要請が大学運営に  

適切に反映されるよう、大学に関する情報の積極的な提供、外部の有識  

者等が大学運営に参画する仕組みの充実など、地域に開かれた大学づく  

りに資する取組を進める。 

(4) 評価制度等の活用による業務運営の改善に向けた継続的な取組の推進  

    自己点検・評価、評価委員会による評価などの評価制度や監事による  

業務監査を活用し、業務運営の改善に向けた継続的な取組を進める。  

(5) 他の教育機関等との連携 

    教育の質の保証や、研究活動の促進、高度化する大学運営の諸課題を  

組織的かつ適切に処理するため、国内外の大学・研究機関等との学術交  

流や学生の相互交流をはじめとした機能的かつ有意義な連携･交流を深  

める。 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

大学が、その特色を生かしつつ、学問の進展や社会の要請に対応し、よ  

り効果的、効率的な教育研究活動を行うことができるよう、教育研究組織  

について、必要に応じ適切な見直しを行う。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

(2) 大学院薬学研究科薬学専攻の設置 

     薬学における基礎研究を中心として学術研究を推進するとともに、研  

究者を養成し、及び高度の専門的能力を有する人材を養成するため、令  

和６年４月を目標に、大学院薬学研究科薬学専攻の設置に向けて取り組  

む。 

３ 人事制度と人材育成に関する目標 

  (1) 教職員にインセンティブが働く仕組みの確立  

法人運営及び大学運営が効果的・効率的に行われるよう、公正性、透  

明性及び客観性が確保される人事制度を導入し、教職員の能力及び取り  

組んだ業務の成果・実績を公平・公正に評価し、その評価が処遇等に適  

切に反映される制度を構築する。また、教職員の意欲向上のため、高い  

評価や業績については、インセンティブが働く仕組みの確立に向けて取  

り組む。 

(2) 教職員研修の充実 

ＦＤ※ 19 活動及びＳＤ※ 20 活動の充実を図り、各種教職員研修への積極 

的な参加を促進し、教職員の能力及び資質の向上に取り組む。また、そ  

の能力等が十分に発揮できる環境を整える。  

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

      (1) 事務の効率化・合理化に向けた業務運営体制の見直し  

教職員一人一人が組織における役割を十分に理解するとともに、密接  

な連携体制をとり、既存の業務の見直しや役割分担の見直し、システム  

化等を通じ、業務運営等の改善・機能強化を推進し、事務の効率化・合  

理化を図る。 

      (2) 中長期視点に立った効率的・合理的な組織づくりの推進  

研修等を通じて教職員の資質・能力の向上を図るとともに、中長期的  

な視点に立った人員計画による効率的・合理的な業務運営ができる組織  

を構築する。また、必要に応じて改組改編し、必要な体制を整える。  

 

 

 

 

 

 

３ 人事の適正化に関する目標 

(1) 教職員にインセンティブが働く仕組みの確立  

    能力、意欲及び業績が教職員の処遇等に適切に反映される制度を導入  

することにより教職員にインセンティブが働く仕組みを確立し、教職員  

の資質の向上、ひいては教育研究の活性化に資する。  

(2) 全学的な視点に立った公正、公平で客観的な制度の構築  

    学部の枠を超え、全学的な視点に立った戦略的、効果的な人事を行う  

ことができ、公正性、透明性及び客観性が確保される制度を構築する。  

 

 

 

 

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標 

社会情勢の変化や住民のニーズに的確に対応した効果的かつ効率的な事  

務処理を行うため、事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進 

等の業務の見直しを進めるとともに、事務組織について常に見直しを行う。 
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

１ 資金の安定確保に関する目標 

(1) 効率的な予算執行と安定的な自主財源の確保  

公費が投入され、地域に支えられた公立大学であることを踏まえ、安  

定的な法人運営及び大学運営を行うため、教育研究水準の維持・向上に  

配慮しながら、経費の見直し及び予算の効率的な執行により支出の抑制  

を徹底するとともに、自主財源の獲得に努め、中長期的な視点に立った  

組織の効率化、適正な人員配置等に取り組む。  

(2) 外部研究資金獲得に向けた積極的な取組 

質の高い教育研究活動が活発に行えるよう、科学研究費等補助金等の  

国の競争的資金の獲得や、企業等との連携による受託研究費、共同研究  

費、寄附金等の外部研究資金の獲得に努める。  

(3) 入学及び収容定員の確保 

入試方法の工夫や知名度向上のための広報活動を積極的に行い、志願  

者増に取り組み、入学及び収容定員の充足を維持し、安定した自主財源  

の確保に努める。 

２ 資金の効果的使用及び透明性の確保に関する目標  

     限られた資金を有効に活用するため、人員配置の適正化を含む管理的経  

費の抑制に努め、効率的かつ合理的な業務運営に取り組むとともに、学内  

資金の効果的な配分を行い、質の高い教育研究活動を推進する。また、財  

務に関する情報は積極的に公表し、透明性を確保する。  

３ 資産の管理及び運用に関する目標 

     健全な法人経営及び大学運営のため、資産の適正な維持管理を行い、有  

効で効果的な活用を推進する。また、地域貢献活動の一つとして、学生及  

び教員の教育研究活動に支障のない範囲で大学施設の地域への開放に取り  

組む。 

 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の増加に関する目標 

定員確保による学生納付金のほか、外部資金の獲得などに積極的に取り  

組み、自主財源の安定的確保により、健全な法人運営を行うための経営基  

盤の強化を図る。 

(1) 授業料等学生納付金 

授業料をはじめとする学生納付金は、法人の業務運営における最も基  

礎的な収入であることを踏まえ、法人収支の状況、社会情勢等を勘案し、 

適正な料金設定を行う。 

(2) 外部研究資金等の積極的導入 

法人の収入の大部分は授業料等学生納付金と運営費交付金とで占めら  

れているが、これに加えて、教育研究の水準のさらなる向上を目指し、  

外部研究資金等の導入に努める必要がある。このため、科学研究費補助  

金をはじめとする競争的研究資金の獲得や、産学官連携、地域連携によ  

る共同研究、受託研究に積極的に取り組む。  

２ 経費の抑制に関する目標 

地域に支えられた大学であることを踏まえ、自立的な大学運営を行うに  

当たり、予算の弾力的、効率的な執行、管理的業務の簡素化、合理化、  

契約方法の改善などにより、経費の適正化を図る。また、教育研究の水  

準の維持向上に配慮しながら、組織運営の効率化、適正な人員配置等を  

進める。 

３ 資産の管理及び運用に関する目標 

教育研究の水準の向上の視点に立って、資産の有効かつ効率的な活用に  

努め、適正な維持管理を図るとともに、地域貢献活動の一環として、教育  

研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を促進する。また、知的財  

産権の保護と効果的・効率的な民間への技術移転の推進のため、特許の申  

請や利用促進等について、積極的な取組を行う。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

１ 評価の充実に関する目標 

   (1) 評価結果を反映した業務運営体制等の改善  

法人経営及び大学運営が適切かつ確実に実施されているかについて、  

毎年度、監事による監査や山陽小野田市公立大学法人評価委員会による  

評価を受け、その結果を検証・反映し、業務運営や教育研究活動等の改  

善に努める。 

(2) 第三者機関による評価の定期的な実施 

自己点検、自己評価及び第三者機関（学校教育法（昭和２２年法律第  

２６号）第１０９条第２項に規定する認証評価※21 機関）による評価 

を定期的に実施することにより、大学の状況を把握し、法人経営及び大  

学運営の改善に継続的に取り組む。 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標  

   (1) 積極的な情報公開の推進 

公立大学として市民や地域社会に対する説明責任を果たし、法人経営  

及び大学運営の透明性を確保するため、法令等により公表が義務付けら  

れている事項はもとより、研究成果や評価結果、地域社会での活動、業  

務運営等に関する情報を積極的に公表する。  

   (2) 積極的な広報活動（情報発信）の推進 

山口東京理科大学の知名度の向上と、より多くの受験生に志願される  

大学、入学し、学びたい大学（選ばれる大学）を目指し、教育研究活動  

や地域貢献活動等、山口東京理科大学の魅力を積極的に発信し、効果的  

な広報活動を展開する。 

 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

教育研究及び組織運営の状況について自己点検・評価を定期的に実施す  

るとともに、外部委員の意見を反映させるなど、その内容、方法の一層の  

充実に取り組む。また、評価結果については、速やかに公表するとともに、 

法人が、業務運営の改善に取り組んでいる状況を住民に開示する。  
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第２期中期目標 第１期中期目標 

 

第７ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

(1) 計画的な施設設備の整備 

山口東京理科大学の持つ知的・人的資源を有効に活用し、山口東京理  

科大学が掲げる基本理念・教育方針に基づいた教育・研究・地域貢献活  

動の役割が十分に果たせるよう施設設備の計画的な整備を推進する。  

(2) 適切な施設設備の維持管理 

公立大学として施設設備を将来にわたって良好な状態で有効に活用す  

るため、長期的な展望に立ち、施設設備の機能保全及び維持管理に努め  

る。 

２ 安全衛生管理に関する目標 

   (1) 安全衛生管理体制の構築 

教育研究活動の円滑な実施に資するため、関係法令等に基づき安全衛  

生の確保と安全教育の仕組みを確立し、総合的・計画的に実施できるよ  

う安全衛生管理体制を整備する。 

   (2) 関係機関と連携した危機管理体制の構築 

学生及び教職員等の安全を確保し、事故や災害等における被害が軽減  

されるよう危機管理体制を整備するとともに、関係機関との連携が円滑  

に行える協力体制を構築する。 

３ 情報セキュリティに関する目標 

山口東京理科大学が保有する情報資産の情報セキュリティを確保するこ  

との必要性を十分に認識し、情報セキュリティ体制の整備・強化を図る。  

４ 法令遵守等に関する目標 

高等教育機関かつ公立大学として求められる社会的・公共的使命を果た  

し、健全かつ適正な法人経営及び大学運営を行うため、法令・研究倫理・  

社会規範等を厳格に遵守するとともに、学生及び教職員の意識啓発及びそ  

の向上に資する取組を推進する。 

 

第７ その他業務運営に関する重要目標 

 １ 施設設備の整備、活用等に関する目標 

教育研究、地域貢献等に関する長期的な見通しの下で、既存施設の活用  

を含めて、教育研究、情報基盤等の高度化、多様化に対応した施設の機能  

についての検討を行い、全学的な見地から全ての施設の効率的・弾力的な  

運用を促進する。 

 

 

 

２ 安全衛生管理に関する目標 

教育研究活動の円滑な実施に資するため、教職員、学生の安全と健康の  

確保に関する取組を総合的かつ計画的に行うとともに、継続的にその水準  

の向上を図ることができる仕組みを確立する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標 

大学人として求められる研究倫理や社会規範の厳守等の法令遵守及び危  

機管理に資する内部統制の充実・強化に取り組み、その成果を業務運営に  

反映させる。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標  

目次 

（基本的な目標） 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

第７ その他業務運営に関する重要目標 

 

（基本的な目標） 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）が設  

置する山陽小野田市立山口東京理科大学（以下「山口東京理科大学」という。）  

は、薬工系の基礎的知識と専門的な学術を教育･研究するとともに、地域に根差  

し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に取り組んでき  

た。 

今日、我が国は、急速に進む人口減少と少子高齢化、人工知能（ＡＩ） ※１や 

情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大など、 

これまでの常識や慣例が通用しない社会経済情勢を迎えている。  

このような中、確かな基礎学力と高度な専門知識とともに、創造力、コミュ  

ニケーション力、リーダーシップといった人間ならではの技能を身につけ、新  

たな価値を創造することのできる人材が求められている。  

地域への貢献を第一義に考える郷土愛に満ちた人材、また、産学官の場で、さ  

らに医療・保健・福祉の場でリーダーとして活躍する人材を養成している山口東  

京理科大学は、地域に根差した高等教育機関として期待される役割を果たし、地  

域に必要とされる魅力ある大学づくりを進めていかなければならない。公立薬工  

系大学の特徴を活かした「知（地）の拠点」として教育・研究の一層の向上に努 

める必要がある。 

山陽小野田市は、山口東京理科大学が、「知のローカル・ハブ」として企業、  

医療機関、教育機関、地域社会等との連携を深め、地域の課題とニーズを的確  

に把握し、地域のポテンシャルを引き出し、地域の発展に寄与する大学として  

発展し続けるために、次のとおり中期目標※２を定める。 

 

第二次山陽小野田市総合計画基本構想改訂版 ⇒ 基本構想改訂 

第二次山陽小野田市総合計画中期基本計画 ⇒ 中期基本計画 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款 ⇒ 定款 

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期目標（第１期） 

⇒ 第１期中期目標 

 2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申） ⇒ 答申 

デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン（Plus-DX） ⇒ デジタル活用 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育の全国展開の推進 ⇒ デジタル教育 

教学マネジメント指針 ⇒ 教学指針 

 

 

⇒第１期中期目標〔（基本的な目標）〕。 

➡第１期中期目標〔（基本的な目標）〕。定款〔第１条（目的）〕。 

 

 

 

 

 

 

 

➡第１期中期目標〔（基本的な目標）〕。定款〔第１条（目的）〕。答申〔Ⅰ.2040 年の 

展望と高等教育が目指すべき姿：１.2040 年に必要とされる人材と高等教育の目 

指すべき姿（2040 年に必要とされる人材）〕。 

➡第１期中期目標〔（基本的な目標）〕。定款〔第１条（目的）〕。基本構想改訂〔５ 

将来の都市構造：２  主要な拠点の配置（学術研究都市）〕。中期基本計画〔重点 

 プロジェクト：３つの横断的施策（山口東京理科大学との連携）〕。答申〔Ⅳ.18 歳 

 人口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置：２ .国公私の役割（公立大 

 学の役割）〕。 

  

➡第１期中期目標〔（基本的な目標）〕。答申〔Ⅳ.18 歳人口の減少を踏まえた高等教 

育機関の規模や地域配置：２.国公私の役割（公立大学の役割）〕。 

 

第２期中期目標と各種計画等との関連 参考資料５ 



2 

第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織  

１ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和４年４月１日から令和１０年３月３１日までの  

６年間。 

２ 教育研究組織 

この中期目標を達成するため、次のとおり学部 ※ ３及び大学院研究科 ※ ４  

を置く。 

  (1) 学部 

学 部 学 科 

工 学 部 

機 械 工 学 科 

電 気 工 学 科 

応 用 化 学 科 

薬 学 部 薬 学 科 
 

(2) 大学院研究科 

研究科専攻 課 程 

工 学 研 究 科 

工 学 専 攻  

修 士 課 程 

博 士 後 期 課 程 
 

 

⇒第１期中期目標〔第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 中期目標の期間〕。 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 教育研究組織〕。 

 

（参考） 

 

山陽小野田市立山口東京理科大学の「基本理念」と「山陽小野田市立山口東京理科大学 

で磨く３つの力」 

 

◯基本理念 ▶世界的視野で物事を思考できる人間性豊かな人材の育成 

      ▶波及効果の期待できる独創的・先進的研究の推進 

      ▶教育・研究と地域貢献が一体化した生涯教育の充実 

 

◯山陽小野田市立山口東京理科大学で磨く３つの力 

 １ 確かな基礎学力 基礎学力を育成する体系的な教育システム 

    技術の進歩は早く、産業界・医療界では最先端技術のみに精通することではなく、  

技術の進歩に素早く対応できる確実な基礎学力が求められています。山陽小野田市立  

山口東京理科大学では、体系的な教育により、変化の早い技術の進歩に対応できる「確 

かな基礎学力」を身につけ、技術革新をリードできる、柔軟性豊かな人材を育成しま  

す。 

２ 高度な専門知識 応用を創造する力と課題を発見・解決する力 

   地域産業界・医療界の中枢で活躍する人材（キーパーソン）になるには、学問の本  

質に迫る深い専門知識を有し、応用を創造できる力が必要です。高度な専門知識と応  

用技術、研究方法を習得し、事象の本質的な理解を深めるとともに、応用を創造でき  

る能力と、課題を発見し解決できる能力を身につけた、独創性豊かな人材を育成しま  

す。 

３ 豊かな人間形成 深い教養と幅広い知識を備えた豊かな人間力 

   リーダーとして活躍するには、世界の動きや文化を理解できる深い教養と学際領域  

の幅広い知識が必要です。国際感覚、社会認識、経済感覚、倫理や責任感、自然科学  

に対する教養を育み、物事に対する自分の考えや視点を持ち、口頭・文章で表現でき  

る能力や国際的に通用する英語力の基礎を身につけた、人間性豊かな人材を育成しま  

す。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(1) 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 ア ３つの方針（入学者受入れの方針※５、教育課程編成・実施の方針※６、 

  卒業認定・学位授与の方針※７）に基づく体系的で組織的な大学教育を  

展開し、教学マネジメント※８の確立に取り組み、学修者が「何を学び、 

身に付けることができるのか」を明確にするとともに、学修者一人一  

人の学修成果※９・教育成果※ 10 の把握・可視化できる、学修者本位の 

教育システムの構築を目指す。 

 イ 社会の変化に対応するために必要な基礎的で普遍的な知識・理解、  

汎用的な技能等※ 11 を持ち、その知識と技能を活用し、自律的に責任あ 

る行動をとることができる人材を育成する。また、専攻分野について 

の専門性に加え、幅広い教養を基に、新しいアイデアや構想を生み出  

せる力を身につけ、一般教養教育・キャリア教育※ 12 の充実とともに、 

学部・学科横断型の履修を可能にし、時代の変化に合わせた教育を実  

施する。 

ウ ＳＤＧｓ※ 13 が目指す社会や今後、到来が予想される Society5.0※ 14 

   が目指す社会、さらに、人生 100 年時代を迎える社会において、山口 

東京理科大学の特色・強みである「工学」と「薬学」の教育研究活動  

を更に伸長するとともに、人文社会学や自然科学等の幅広い分野の学  

術研究についても活性化を図り、予測不可能な時代における課題を解  

決するための新たな価値「新しい知」を生み出すことができる教育研  

究活動の展開を目指す。 

 エ デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である「数理※ 15・データ 

サイエンス※ 16・ＡＩ」を日常の生活、仕事等の場で使いこなすことが 

できる基礎的素養を身に付ける。また、学修した数理・データサイエ  

ンス・ＡＩに関する知識・技能をもとに、これらを扱う際には、人間  

中心の適切な判断ができ、不安なく自らの意思でＡＩ等の恩恵を享受  

し、これらを活用できる人材を育成する。  

(2) 教育の実施体制等に関する目標 

 ア 山口東京理科大学が掲げる基本理念・教育方針に基づいた教育研究  

及び人材育成の推進並びに多様化する教育方法に柔軟に対応するため、 

教育体制の充実・強化を図るとともに、教育環境の整備・改善を進め、 

 

⇒第１期中期目標〔第２ 教育研究等の質の向上に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 教育に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 教育に関する目標：⑴ 教育内容及び教育の成果等の充実〕。 

➡答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：１.2040 年に必要とされる人 

 材と高等教育の目指すべき姿（高等教育が目指すべき姿）。Ⅲ.教育の質の保証と 

 情報公表：（大学が行う「教育の質の保証」と「情報公表」）〕。デジタル活用〔Plus- 

DX の効果〕。教学指針〔Ⅰ「三つの方針」を通じた学修目標の具体化。Ⅲ.学修成 

果・教育成果の把握・可視化〕。 

 

➡答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：１.2040 年に必要とされる人 

 材と高等教育の目指すべき姿（2040 年に必要とされる人材）。Ⅱ.教育研究体制： 

 ３.多様で柔軟な教育プログラム（文理横断、学修の幅を広げる教育）〕。教学指針 

〔Ⅲ 学修成果・教育成果の把握・可視化〕。 

 

 

 

➡答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：２.2040 年頃の社会変化の 

方向（SDGs が目指す社会）（Society5.0、第４次産業革命が目指す社会）（人生 100 

年時代を迎える社会）。５.大学の多様な「強み」の強化〕。 

 

 

 

 

➡答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：１.2040 年に必要とされる 

人材と高等教育の目指すべき姿（2040 年に必要とされる人材）〕。デジタル活用 

〔目標〕。デジタル教育〔背景・課題〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔１ 教育に関する目標：⑴ 教育内容及び教育の成果等の充実〕。 

➡中期基本計画〔基本施策 29 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

総合的な教育力の向上に取り組む。 

   イ 学生の学修成果に関する情報や大学全体の教育成果に関する情報を  

的確に把握・測定し、教育活動の見直し等に適切に活用できる体制を整  

える。 

   ウ 企業や医療機関、他の高等教育機関、地域社会等との協力・連携を推  

進し、多様な学生・教員が存在し、多様な価値観が集まるキャンパスを  

目指し、個々人の特性を伸ばしつつ、多様で柔軟な教育プログラムを提  

供できる体制の整備に努める。 

   エ 「工学」と「薬学」の専門領域の強み・特色を明確化し、時代の動向  

や社会構造の変化に対応する大学院教育の体制の整備に努める。  

(3) 入学者選抜に関する目標 

ア 入学者受入れの方針に基づき、学部及び大学院研究科の入学者選抜を  

実施するとともに、文部科学省が指導する大学改革に則して、入試方法  

の多様化や評価尺度の多元化に努める。 

イ 市内・県内の優秀な学生の確保を軸に、志願者のエリアを全国に広げ、 

高い目的意識と学習意欲を持ったより多くの志願者の確保を目指す。  

ウ コロナ禍において急速に進歩したＷｅｂやオンラインを活用しての  

募集活動をより効果的に展開し、ブランド力の向上に繋げる。  

２ 学生への支援に関する目標 

(1) 安心して学べる環境の整備 

経済的に困窮する学生が安心して学業に専念できるよう、経済的な支  

援の充実を図るとともに、全ての学生が充実した学生生活を送れるよう、 

心身両面を支援する体制の整備・充実に努める。  

(2) キャリア教育の充実 

 学生が早い段階から将来への目的意識を持って教育研究活動及び課外  

活動、社会貢献活動を行うことができるよう、学生の目指す進路の実現  

に向けたキャリア教育を充実させる。 

(3) 就職支援体制の充実 

   企業や医療機関等との連携を推進し、学生にとって魅力ある就職先の  

創出をするとともに、企業等が求める人材を養成するために必要な教育  

カリキュラムの構築に努める。また、就職希望者の市内及び県内への定  

着を促進するため、インターンシップ※ 17 の充実等を図り、学生が市内 

及び県内企業の魅力を知り、体験できる場の確保に積極的に取り組む。  

 

 

➡答申〔Ⅲ.教育の質の保証と情報公表：（大学が行う「教育の質の保証」と「情報  

公表」）〕。 

 

➡基本構想改訂〔５ 将来の都市構造：２ 主要な拠点の配置（学術研究拠点）〕。答申 

 〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：３.2040 年を見据えた高等教育と 

 社会の関係（産業界との協力・連携）。Ⅱ.教育研究体制：１.多様な学生、２.多様 

な教員、３.多様で柔軟な教育プログラム〕。デジタル活用〔Plus-DX の効果〕。 

➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：５.大学の多様な「強み」の強化。Ⅴ.各高等教育機関の 

 役割等：２.大学院における特有の検討課題〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 教育に関する目標：⑶ 学生の受入れに関する方針〕 

➡文部科学省が指導する大学改革：大学入学者選抜における多面的・総合的な評価 

 〔知識の暗記・再生や暗記した解法パターンを単に適用する能力の評価等を行う  

 のではなく、学力の３要素（①基礎的・基本的な知識・技能、②知識・技能を活用  

 して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探求し、成果等を表現するために必要  

 な思考力・判断力・表現力等の能力、③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学  

 修する態度）を多面的・総合的に評価するものに改善していくことが必要〕。 

 

⇒第１期中期目標〔２ 学生への支援に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔２ 学生への支援に関する目標：⑴ 多様なニーズに対応した支 

援〕。 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 学生への支援に関する目標：⑵ キャリア支援の充実〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 学生への支援に関する目標：⑵ キャリア支援の充実〕。 
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(4) 多様なニーズに応える学習支援体制等の整備  

リカレント教育や留学生交流、高等教育の国際展開の整備・充実を図  

り、あらゆる世代、多国籍の学生が学ぶことができる学習支援体制を構  

築する。 

３ 研究に関する目標 

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

ア  地域の「知のローカル・ハブ」として、企業や医療機関、他の高等教育  

機関、地域社会等と連携し、研究基盤の強化を図り、地域のニーズに応え  

られるよう基礎分野から応用分野まで幅広い研究を展開する。  

イ  工学と薬学の学際※ 18 領域研究に積極的に取り組み、新たな時代に必要 

となるイノベーションの創出につながる研究を推進する。  

ウ 学内外及び国内外の研究機関等との積極的な交流を促進し、相互の人  

的・物的資源を効果的に活用するとともに、多様な価値観を持った人材の  

意見を反映させ、教育研究機能の強化を図るための仕組みを検討する。  

エ 研究成果については、大学の知的財産として社会に積極的に還元し、産  

業界の振興、活力ある地域経済に寄与するとともに、世界に向けて情報を  

発信する。 

(2) 研究実施体制等に関する目標 

ア 質の高い研究成果を得るため、研究環境の整備・充実を図るとともに、 

科学研究費助成事業や受託研究、共同研究等の外部研究資金の積極的な獲  

得を目指し、申請数、採択率の向上につながる支援体制を構築する。  

イ 地域社会や産業界の要請に応じ、柔軟に研究部門を編成できる研究体制  

に努め、地域産業の振興や地域課題の解決に積極的に貢献する。  

ウ 企業や医療機関、他の高等教育機関等との連携・協力関係を充実・強化  

し、大学内外の多様な人的・物的資源の効果的な活用を図る。  

(3) 研究倫理の徹底 

不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために研究者に求  

められる倫理規範の修得を通して、その徹底を図る。  

 

➡答申〔Ⅱ .教育研究体制：１ .多様な学生（リカレント教育）（留学生交流の推進 

等）（高等教育機関の国際展開）〕。デジタル活用〔Plus-DX の効果〕。 

 

 

⇒第１期中期目標〔３ 研究に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔３ 研究に関する目標：⑴ 研究活動の活性化、⑵ 研究成果の 

集積と公表〕。 

➡答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿：３.2040 年を見据えた高等教 

 育と社会の関係（地域との連携）〕。 

➡中期基本計画〔基本施策 22 企業立地の推進〕。答申〔Ⅱ.教育研究体制：５.大学 

の多様な「強み」の強化〕。 

➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：３.多様で柔軟な教育プログラム（多様で柔軟な教育プ  

ログラム）（高等教育機関の国際展開）〕。 

➡基本構想改訂〔５ 将来の都市構造：２ 主要な拠点の配置（学術研究拠点）〕。中 

期基本計画〔重点プロジェクト：３つの横断的施策（山口東京理科大学との連  

携）。基本施策 22 企業立地の推進〕。 

 

⇒第１期中期目標〔３  教育に関する目標：⑴  研究活動の活性化、⑵ 研究成果の 

集積と公表、⑶ 学術交流の促進〕。 

➡基本構想改訂〔５ 将来の都市構造：２ 主要な拠点の配置（学術研究拠点）〕。中 

期基本計画〔重点プロジェクト：３つの横断的施策（山口東京理科大学との連  

携）。基本施策 22 企業立地の推進〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔３ 教育に関する目標：⑷ 研究倫理の徹底〕。 
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第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標  

１ 地域社会との連携に関する目標 

 (1) 「知（地）の拠点」の役割を発揮するための組織体制等の整備・充実  

地域社会との連携を積極的に進め、地域や行政のニーズを把握し、そ  

れらが抱える課題の解決に資するため、大学の持つ知的･人的資源を効  

果的に活用し、シンクタンク機能を発揮することにより、地域社会の持  

続的発展に貢献できる「知（地）の拠点」としての役割を果たす。また、 

そのために必要な組織体制の構築及び教育環境の整備・充実に取り組む。 

(2) 地域貢献活動の積極的な展開 

地域貢献活動に対する高い意欲と意識を持ち、産学官連携や地域社会  

との交流を積極的に推進する。また、公開講座の開催や新たな社会人教  

育プログラムの提供など、多数の者が大学の教育と研究活動に触れ学ぶ  

ことができる山口東京理科大学ならではの生涯学習プログラムを推進す  

ることで、学生だけでなく市民や社会人が集う「地域に開かれた大学」  

を目指す。 

２ 企業・医療機関・他の高等教育機関等との連携に関する目標  

       企業や医療機関、他の高等教育機関等との連携や地域社会との交流を  

積極的に推進することで、共同研究などによるイノベーションの創出や  

地域経済の発展に寄与する。また、教育・研究面においても社会で活躍  

できる多様性を備えた人材を育成し、大学の持つ知的・人的資源を広く  

地域社会に還元する。 

３ 教育機関との連携に関する目標 

初等中等教育との連携、高大連携、他の高等教育機関との連携を積極的  

に展開し、学生及び教職員の幅広い分野での活動を促進することにより、  

大学外の多様な知的・人的資源の活用及びネットワークの充実を図り、地  

域教育の活性化に貢献する。 

４ 学生の活動の場の創出に関する目標 

(1) 学生と企業・地域社会等との連携・交流の場の創出  

  学生が早い段階から教育研究及び地域貢献に対する明確な目的意識を  

持って活動を行い、産学官及び地域社会との連携・交流の促進を図ると  

ともに市のまちづくり施策にも積極的に参画できる機会の創出に取り組  

む。 

 

⇒第１期中期目標〔第３ 地域社会との連携、地域貢献に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 地域コミュニティの中核的存在としての拠点化。３  政策形 

成等に貢献するシンクタンク機能の発揮〕。➡基本構想改訂〔５ 将来の都市構造： 

２ 主要な拠点の配置（学術研究拠点）〕。中期基本計画〔重点プロジェクト：重点 

施策３ まちの価値を創る。３つの横断的施策：山口東京理科大学との連携。基本 

施策 22 企業立地の推進。〕。答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指すべき姿： 

３.2040 年を見据えた高等教育と社会の関係（地域との連携）。Ⅱ.教育研究体制： 

１ 多様な学生（リカレント教育）、５ 大学の多様な「強み」の強化。Ⅳ.18 歳人 

口の減少を踏まえた高等教育機関の規模や地域配置：２ .国公私の役割（公立大学 

の役割）〕。 

 

 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 産業界との連携〕。➡基本構想改訂〔５ 将来の都市構造：２  

 主要な拠点の配置（学術研究拠点）。３つの横断的施策：山口東京理科大学との連 

 携。基本施策 22 企業立地の推進。〕。答申〔Ⅰ.2040 年の展望と高等教育が目指す 

 べき姿：３.2040 年を見据えた高等教育と社会の関係（産業界との協力連携）（地 

 域との連携）〕。 

 

➡中期基本計画〔重点プロジェクト：重点施策２ ひとを創る（２ 学校教育の推進・ 

 小中高大の教育連携）。３つの横断的施策：山口東京理科大学との連携。基本施策  

 22 企業立地の推進。基本施策 26 学校教育の推進〕。答申〔Ⅱ.教育研究体制：３. 

 多様で柔軟な教育プログラム（初等中等教育との連携）（文理横断、学修の幅を広 

 げる教育）（多様で柔軟なプログラム）〕。 

⇒第１期中期目標〔４ 学生の地元定着〕。 

➡中期基本計画〔重点プロジェクト：３つの横断的施策（山口東京理科大学との連  

携）。基本施策 29 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

(2) 学生生活充実のための支援の充実 

 学生寮の整備や交通手段等をサポートし、学生の市内での活動の場を  

拡げ、充実した学生生活を送ることができる体制・制度の構築に努める。 

 

➡中期基本計画〔基本施策 29 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

(1) 効率的な業務運営体制の構築 

理事長及び学長のリーダーシップの下、明確で責任ある意思決定を迅  

速に行い、健全な法人運営及び質の高い教育研究活動等を推進し、機動  

的かつ効率的な業務運営が行える法人組織及び教育研究組織の整備に努  

める。 

  (2) 学外有識者等の積極的な活用 

多様化・複雑化する社会において、常に健全で安定した法人運営及び  

大学運営が行えるよう、教職員一人一人が中長期的な視点と高いコスト  

意識、柔軟性を持って業務に取り組むとともに、学外の有識者等の意見  

を積極的に取り入れ、持続可能な業務改善に取り組む体制を構築する。  

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

  (1) 時代のニーズに対応できる教育研究組織の構築  

効果的、効率的で質の高い教育研究活動を継続・発展させ、社会にお  

いて活躍できる人材を育成するとともに、社会情勢の変化や時代のニー  

ズに柔軟に対応できるよう教育研究組織の整備・強化を進め、必要に応  

じ適切な見直しを行う。 

(2) 大学院薬学研究科薬学専攻の設置 

     薬学における基礎研究を中心として学術研究を推進するとともに、研  

究者を養成し、及び高度の専門的能力を有する人材を養成するため、令  

和６年４月を目標に、大学院薬学研究科薬学専攻の設置に向けて取り組  

む。 

３ 人事制度と人材育成に関する目標 

  (1) 教職員にインセンティブが働く仕組みの確立  

法人運営及び大学運営が効果的・効率的に行われるよう、公正性、透  

明性及び客観性が確保される人事制度を導入し、教職員の能力及び取り  

組んだ業務の成果・実績を公平・公正に評価し、その評価が処遇等に適  

切に反映される制度を構築する。また、教職員の意欲向上のため、高い  

評価や業績については、インセンティブが働く仕組みの確立に向けて取  

り組む。 

 

⇒第１期中期目標〔第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 運営体制の改善に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 運営体制の改善に関する目標：⑴ 業務体制の強化〕。➡答申 

 〔Ⅱ.教育研究体制：４.多様性を受け止める柔軟なガバナンス等〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔１ 運営体制の改善に関する目標：⑶ 開かれた大学づくりの推 

 進〕。➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：４.多様性を受け止める柔軟なガバナンス等〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 教育研究組織の見直しに関する目標〕。 

➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：４.多様性を受け止める柔軟なガバナンス等〕。 

 

 

 

 

➡【新】答申〔Ⅱ.教育研究体制：５ 大学の多様な「強み」の強化〕。 

 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔３ 人事の適正化に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔３ 人事の適正化に関する目標：⑴ 教職員にインセンティブが 

働く仕組みの確立〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

(2) 教職員研修の充実 

ＦＤ※ 19 活動及びＳＤ※ 20 活動の充実を図り、各種教職員研修への積極 

的な参加を促進し、教職員の能力及び資質の向上に取り組む。また、そ  

の能力等が十分に発揮できる環境を整える。  

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

      (1) 事務の効率化・合理化に向けた業務運営体制の見直し  

教職員一人一人が組織における役割を十分に理解するとともに、密接  

な連携体制をとり、既存の業務の見直しや役割分担の見直し、システム  

化等を通じ、業務運営等の改善・機能強化を推進し、事務の効率化・合  

理化を図る。 

      (2) 中長期視点に立った効率的・合理的な組織づくりの推進  

研修等を通じて教職員の資質・能力の向上を図るとともに、中長期的  

な視点に立った人員計画による効率的・合理的な業務運営ができる組織  

を構築する。また、必要に応じて改組改編し、必要な体制を整える。  

 

⇒第１期中期目標〔１ 運営体制の改善に関する目標：⑵ 人材育成の強化〕。➡答申 

〔Ⅱ.教育研究体制：２.多様な教員〕。 

 

 

⇒第１期中期目標〔４ 事務等の効率化、合理化に関する目標〕。 

➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：４.多様性を受け止める柔軟なガバナンス等〕。 

 

 

 

 

➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：２.多様な教員、４.多様性を受け止める柔軟なガバナン 

ス等〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第５ 財務内容の改善に関する目標 

１ 資金の安定確保に関する目標 

(1) 効率的な予算執行と安定的な自主財源の確保  

公費が投入され、地域に支えられた公立大学であることを踏まえ、安  

定的な法人運営及び大学運営を行うため、教育研究水準の維持・向上に  

配慮しながら、経費の見直し及び予算の効率的な執行により支出の抑制  

を徹底するとともに、自主財源の獲得に努め、中長期的な視点に立った  

組織の効率化、適正な人員配置等に取り組む。  

(2) 外部研究資金獲得に向けた積極的な取組 

質の高い教育研究活動が活発に行えるよう、科学研究費等補助金等の  

国の競争的資金の獲得や、企業等との連携による受託研究費、共同研究  

費、寄附金等の外部研究資金の獲得に努める。  

(3) 入学及び収容定員の確保 

入試方法の工夫や知名度向上のための広報活動を積極的に行い、志願  

者増に取り組み、入学及び収容定員の充足を維持し、安定した自主財源  

の確保に努める。 

２ 資金の効果的使用及び透明性の確保に関する目標  

     限られた資金を有効に活用するため、人員配置の適正化を含む管理的経  

費の抑制に努め、効率的かつ合理的な業務運営に取り組むとともに、学内  

資金の効果的な配分を行い、質の高い教育研究活動を推進する。また、財  

務に関する情報は積極的に公表し、透明性を確保する。  

３ 資産の管理及び運用に関する目標 

     健全な法人経営及び大学運営のため、資産の適正な維持管理を行い、有  

効で効果的な活用を推進する。また、地域貢献活動の一つとして、学生及  

び教員の教育研究活動に支障のない範囲で大学施設の地域への開放に取り  

組む。 

 

⇒第１期中期目標〔第５ 財務内容の改善に関する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 自己収入の増加に対する目標〕。 

⇒第１期中期目標〔２ 経費の抑制に関する目標〕。➡答申〔Ⅱ.教育研究体制：４.多 

 様性を受け止める柔軟なガバナンス等。Ⅵ.高等教育を支える投資〕。 

 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔１ 自己収入の増加に対する目標：⑵ 外部研究資金等の積極的 

 導入〕。➡答申〔Ⅵ.高等教育を支える投資〕。 

 

 

⇒第１期中期目標〔１ 自己収入の増加に対する目標：⑴ 授業料等学生納付金〕。 

 

 

 

➡【新】答申〔Ⅲ.教育の質の保証と情報公表：（大学が行う「教育の質の保証」と「情 

 報公表」）。Ⅵ.高等教育を支える投資〕。 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔３ 資産の管理及び運用に関する目標〕。基本構想改訂〔５ 将来 

 都市像：２  主要な拠点の配置（学術研究拠点）〕。答申〔Ⅳ .18 歳人口の減少を 

踏まえた高等教育機関の規模や地域配置：２.国公私の役割（公立大学の役割）〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標  

１ 評価の充実に関する目標 

   (1) 評価結果を反映した業務運営体制等の改善  

法人経営及び大学運営が適切かつ確実に実施されているかについて、  

毎年度、監事による監査や山陽小野田市公立大学法人評価委員会による  

評価を受け、その結果を検証・反映し、業務運営や教育研究活動等の改  

善に努める。 

(2) 第三者機関による評価の定期的な実施 

自己点検、自己評価及び第三者機関（学校教育法（昭和２２年法律第  

２６号）第１０９条第２項に規定する認証評価※21 機関）による評価 

を定期的に実施することにより、大学の状況を把握し、法人経営及び大  

学運営の改善に継続的に取り組む。 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標  

   (1) 積極的な情報公開の推進 

公立大学として市民や地域社会に対する説明責任を果たし、法人経営  

及び大学運営の透明性を確保するため、法令等により公表が義務付けら  

れている事項はもとより、研究成果や評価結果、地域社会での活動、業  

務運営等に関する情報を積極的に公表する。  

   (2) 積極的な広報活動（情報発信）の推進 

山口東京理科大学の知名度の向上と、より多くの受験生に志願される  

大学、入学し、学びたい大学（選ばれる大学）を目指し、教育研究活動  

や地域貢献活動等、山口東京理科大学の魅力を積極的に発信し、効果的  

な広報活動を展開する。 

 

⇒第１期中期目標〔第６ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標〕。 

➡答申〔Ⅲ.教育の質の保証と情報公表（国が行う「質保証システム」の改善）〕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡答申〔Ⅲ .教育の質の保証と情報公表（大学が行う「教育の質の保証」と「情報 

公表」）〕。教学指針〔Ⅴ 情報公表〕。 
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第２期中期目標 各種計画等との関連 

 

第７ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

(1) 計画的な施設設備の整備 

山口東京理科大学の持つ知的・人的資源を有効に活用し、山口東京理  

科大学が掲げる基本理念・教育方針に基づいた教育・研究・地域貢献活  

動の役割が十分に果たせるよう施設設備の計画的な整備を推進する。  

(2) 適切な施設設備の維持管理 

公立大学として施設設備を将来にわたって良好な状態で有効に活用す  

るため、長期的な展望に立ち、施設設備の機能保全及び維持管理に努め  

る。 

２ 安全衛生管理に関する目標 

   (1) 安全衛生管理体制の構築 

教育研究活動の円滑な実施に資するため、関係法令等に基づき安全衛  

生の確保と安全教育の仕組みを確立し、総合的・計画的に実施できるよ  

う安全衛生管理体制を整備する。 

   (2) 関係機関と連携した危機管理体制の構築 

学生及び教職員等の安全を確保し、事故や災害等における被害が軽減  

されるよう危機管理体制を整備するとともに、関係機関との連携が円滑  

に行える協力体制を構築する。 

３ 情報セキュリティに関する目標 

山口東京理科大学が保有する情報資産の情報セキュリティを確保するこ  

との必要性を十分に認識し、情報セキュリティ体制の整備・強化を図る。  

４ 法令遵守等に関する目標 

高等教育機関かつ公立大学として求められる社会的・公共的使命を果た  

し、健全かつ適正な法人経営及び大学運営を行うため、法令・研究倫理・  

社会規範等を厳格に遵守するとともに、学生及び教職員の意識啓発及びそ  

の向上に資する取組を推進する。 

 

⇒第１期中期目標〔第７ その他業務運営に関する重要目標〕。 

⇒第１期中期目標〔１ 施設設備の整備、活用等に関する目標〕。➡中期基本計画〔基 

本施策 29 山口東京理科大学の教育環境の整備・充実〕。 

 

 

 

 

 

 

 

⇒第１期中期目標〔２ 安全衛生管理に関する目標〕。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡【新】情報セキュリティ〔機密性の確保（ある情報へのアクセスを認められた人だ 

 けが、その情報にアクセスできる状態）。完全性の確保（情報が破壊、改ざん又は 

 消去されていない状態）。可用性の確保（情報へのアクセスを認められた人が、必 

 要時に中断することなく、情報にアクセスできる状態）〕。 

⇒第１期中期目標〔３ 法令遵守及び危機管理に関する目標〕。 

 

















議案１００号、議案第１０１号及び議案第１０２号参考資料 

 

議案第１００号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について 

 期末手当・勤勉手当の支給月数を 0.15月引き下げ 

  改正前 令和３年度改正 令和４年度改正 

6月期 期末 1.275月 1.275月 1.200月 

勤勉 0.950月 0.950月 0.950月 

12月期 期末 1.275月 1.125月 1.200月 

勤勉 0.950月 0.950月 0.950月 

年 間 4.450月 4.300月 4.300月 

 

 

議案第１０１号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市病院事業管理

者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 期末手当の支給月数を0.15月引き下げ 

 改正前 令和３年度改正 令和４年度改正 

6月期 2.225月(2.225月) 2.225月(2.225月) 2.150月(2.150月) 

12月期 2.225月(2.225月) 2.075月(2.075月) 2.150月(2.150月) 

年 間 4.450月(4.450月) 4.300月(4.300月) 4.300月(4.300月) 

※カッコ内は職員 

 

 

議案第１０２号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部

を改正する条例の制定について 

 期末手当の支給月数を0.10月引き下げ 

 改正前 令和３年度改正 令和４年度改正 

6月期 1.675月(1.675月) 1.675月(1.675月) 1.625月(1.675月) 

12月期 1.675月(1.675月) 1.575月(1.675月) 1.625月(1.675月) 

年 間 3.350月(3.350月) 3.250月(3.350月) 3.250月(3.350月) 

※カッコ内は国で、改正案が示されていないため現在の支給月数です。 

  


